
補助対象システムの補助条件（交付対象者）及び補助金額 

補助対象シス

テム 

補助条件（交付対象者） 補助金額 

太陽光・風力

等による再生

可能エネルギ

ー発電システ

ム 

(1) 未使用品であること 

(2) 町内に存する住宅(共同住宅を除く。)で、過去に補助金

の交付を受けていない住宅(以下「住宅」という。)に居住

する者 

(3) 次のいずれかに該当する者 

ア 低圧配電線及び逆潮流ありで連系した太陽光発電システ

ム(未使用品かつ当該システムを構成する太陽電池の公

称最大出力（日本工業規格に規定されている太陽電池モ

ジュールの公称最大出力。なお、日本工業規格を基準と

しているが、ＩＥＣ等の国際規格も可とする。）の合計

値１０ｋＷ未満のものに限る。)を住宅に設置した者

で、当該電力受給開始日が令和５年４月１日以降のもの 

イ 小型風力発電システム(風力で風車の羽根を回し、その

回転運動を発電機に伝えて発電を行う設備で、発電機の

定格出力が６００Ｗ以上のもの(太陽光発電パネルを備

えたものを含む。)をいう。)を住宅に設置した者で、当

該電力受給開始日が令和５年４月１日以降のもの 

住宅１棟につき 

１ｋｗ当たり 

２０，０００円 

（上限１００，

０００円） 

家庭用燃料電

池システム 

（エネファー

ム） 

（1） 未使用品であること（中古品は対象外） 

(2) 町内に存する住宅(共同住宅を除く。)で、過去に補助金

の交付を受けていない住宅(以下「住宅」という。)に対象

システムを設置した者又は設置された新築住宅を購入した

者 

(3) 一般社団法人燃料電池普及促進協会(ＦＣＡ)が家庭用燃

料電池システムとして指定している機器であること 

住宅１棟につき 

５０，０００円 

家庭用リチウ

ムイオン蓄電

システム 

(1) 未使用品であること 

(2) リチウムイオン蓄電池部及びインバータ、パワーコンデ

ィショナ等の電力変換装置を備えたものであること 

(3) 一般社団法人環境共創イニシアチブが行う「ネット･ゼ

ロ･エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）支援事業」の補助対象

機器として認められたもの又は同等以上の機能を有すると

町長が認めるもの。 

(4) 蓄電容量が１．０ｋＷｈ以上であること。  

(5) 令和５年４月１日以降に補助対象機器を設置した者、か

つ太陽光発電システム又は家庭用燃料電池システム（エネ

ファーム）と併用したものであること 

住宅１棟につき

１ｋｗ当たり 

２０，０００円 

（上限１００，

０００円） 

Ｖ２Ｈ（ビー

クル・トゥ・

ホーム）シス

テム 

(1) 未使用品であること 

(2) 電気自動車等の蓄電池から電力を取り出し、分電盤を通

じて住宅の電力として使用するために必要な機能を有する

ものであること 

(3) 一般社団法人次世代自動車振興センターが行う「次世代

自動車充電インフラ整備促進事業」において補助対象とな

る充電設備として登録されているもの 

(4) 令和５年４月１日以降に補助対象機器を設置した者 

１件当たり 

１００，０００

円 

 


